
「介護予防・日常生活支援総合事業」は、
住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、

高齢者の皆さんの介護予防と自立した日常生活を送ることを
支援するものです｡
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医療 介護

生活支援･
介護予防

住まい

地域包括ケアシステムが
高齢者の生活を支えます！

　地域包括ケアシステムとは、要介護状態や認知症になっても、高齢者ができる限り住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、「医療・介護・介護予防・住まい・生
活支援」のサービスを一体的に切れ目なく、提供していく仕組みです。

●病気
●日常の医療

●居宅サービス
●施設サービス
　　　　　　など

通院・入院 通所・入所
訪問診療 訪問介護

訪問看護

交流サロンなど
活動の場の提供

・生活支援コーディネーター
　(市・区域)

自治会・老人クラブ・
ボランティア・NPO 等
自治会・老人クラブ・
ボランティア・NPO 等

・相談業務やサービスの
　調整を行います。
・地域の支え合いの体制
　づくりを支援します。

・生活支援コーディネーター
　(日常生活圏域)

｢介護予防・日常生活支援総合事業」は､
　これまでの介護事業者によるサービスの提供に加えて、地域住民の皆さん
による高齢者の介護予防活動や生活支援の自主的な取組を支援し、幅広い支
え合いの「地域づくり」を推進するものです。

※地域包括ケアシステムは、中学校区
などおおむね30分以内に必要なサー
ビスが提供される日常生活圏域を単
位として構築をすすめます。

自治会やボランティア
への参加

・地域の支え合いの体制
　づくりを支援します。
・住民が担い手となる活動を
　支援します。

●地域包括支援センター

●ケアマネジャー

●社会福祉協議会
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■介護予防・日常生活支援総合事業は、介護保険制度の中で行う介護予防や生活支援のため
の事業です。
■介護予防・日常生活支援総合事業には、要支援１・２の人や、基本チェックリスト（４ページ）
により生活機能の低下がみられた65歳以上の人（事業対象者）が利用できる「介護予防・生
活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があり
ます。
■自立した日常生活を送ることを目的に、一人ひとりの目標や状態に合わせたサービスを提供
します。

利用までの流れ

65歳以上の人

本人または家族等が、お住まいの区の地域支えあい課や地域包
括支援センターに相談します（一般介護予防事業は相談なしで利
用できます）

相談窓口の職員が本人の身体状況、精神状況、利用したいサービス等をお聴きします

要介護・要支援認定
申請を行います

基本チェックリスト(4ページ)
による判定を受けます

要介護1～5の人 要支援1・2の人 非該当の人 生活機能の低下が
みられなかった人

事業対象者
(生活機能の低下がみられた人)

介護保険の
介護サービスが
利用できます

※要支援1・2の人は介
護保険の介護予防サー
ビスも利用できますが、
内容が重複するサービ
スは利用できません。

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センター等が本人や家族と話
し合い、ケアプランを作成し、一人ひとりの
目標や状態に合わせたサービスの利用調
整を行います（5ページ）

要支援1・2の人 事業対象者

介護予防・生活支援サービス事業
が利用できます(6ページ)

65歳以上の人
※要介護1～5、要支援1・2の人を含みます。

※事業対象者になった後や、サービスの利用を開始した後でも、要介護認定等を申請することができます。
※基本チェックリストは、25の質問項目で日常生活に必要な生活機能をチェックするものです（4ページ）。

一般介護予防事業
が利用できます(7ページ)

介護予防・日常生活支援総合事業

｢介護予防・日常生活支援総合事業｣を利用して
自立した生活を続けましょう！
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●サービス利用の対象となる方は、要支援１・２の人及び事業対象者です。
●地域包括支援センター等が本人や家族と話し合い、ケアプランを作成し、一人ひとりの目標や
　状態に合わせたサービスの利用調整を行います。

今の生活を確認 アセスメント

介護予防ケアプランの作成

1
｢疲れやすい」「外出しづらい」など、生活の不自由さの原
因を確認します。
　また、得意なこと、好きなこと、これからしてみたいこ
とをお聴きし、望む暮らし・望む生活を送るための方法を
一緒に考えます。

元気になるための「手がかり」2
　元気になるための「手がかり」となるケアプランを作成
します。
　ケアプランには、元気になる具体的な目標や目標達成
に向けてご自身が取り組むこと、サービスで支援する内
容などを記載します｡

支援チームで目標の確認 サービス担当者会議3
　本人・家族のほか、サービス事業所の担当者など支援
に関わる皆さんが集まり、ケアプランの目標や役割等を
共有した上で取組を開始します。

振り返り

　定期的に取組の効果を確認し、目標の達成度合いや生
活の変化等に合わせて、ケアプランの見直しを行います。

取組の開始4

5

　目標達成に向けて、サービスの利用やセルフケアに取
り組みます｡地域住民による支え合いサービスや訪問型・
通所型サービスを有効に利用しましょう。詳細は、6ペー
ジをご覧ください。

介護予防・生活支援サービス事業
介護予防ケアマネジメントについて

評価

No. 質問項目 回　答

1 バスや電車で 1 人で外出していますか 0. はい 1. いいえ

2 日用品の買物をしていますか 0. はい 1. いいえ

3 預貯金の出し入れをしていますか 0. はい 1. いいえ

4 友人の家を訪ねていますか 0. はい 1. いいえ

5 家族や友人の相談にのっていますか 0. はい 1. いいえ

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0. はい 1. いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0. はい 1. いいえ

8 15 分位続けて歩いていますか 0. はい 1. いいえ

9 この 1 年間に転んだことがありますか 1. はい 0. いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか 1. はい 0. いいえ

11 6 カ月間で 2 ～ 3kg 以上の体重減少がありましたか 1. はい 0. いいえ

12 身長　　　　ｃｍ　　体重 　　　　ｋｇ　( ＢＭＩ＝　　　　　　）　（注）

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1. はい 0. いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1. はい 0. いいえ

15 口の渇きが気になりますか 1. はい 0. いいえ

16 週に１回以上は外出していますか 0. はい 1. いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1. はい 0. いいえ

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか 1. はい 0. いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0. はい 1. いいえ

20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1. はい 0. いいえ

21 （ここ 2 週間）毎日の生活に充実感がない 1. はい 0. いいえ

22 （ここ 2 週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1. はい 0. いいえ

23 （ここ 2 週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる 1. はい 0. いいえ

24 （ここ 2 週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1. はい 0. いいえ

25 （ここ 2 週間）わけもなく疲れたような感じがする 1. はい 0. いいえ

該
当
基
準

No.1 ～ 20 No.6 ～ 10 No.11 ～ 12 No.13 ～ 15 No.16 No.18 ～ 20 No.21 ～ 25

10 項目以上
（複数項目に支障）

３項目以上
（運動機能の低下）

２項目
（低栄養状態）

２項目以上
（口腔機能の低下）

１項目
（閉じこもり）

１項目以上
（認知機能の低下）

２項目以上
（うつ病の可能性）

※（注）ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が 18.5 未満の場合に該当とする。

　生活機能が低下していないか、基本チェックリストで判定します。水色の回答にチェックが入った場合、なん
らかの生活機能の低下が心配されます。事業対象者に該当した場合は、地域包括支援センターがさらに詳しく状
況をお聴きし、一人ひとりの目標や状態に合わせたサービスをご案内します。

基本チェックリスト基本チェックリスト
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※広島市が公募により、選定した団体です（実施団体といいます）。広島市は実施団体に対し、生活支援を行うために必要な運営費等を補助しています。

要支援１・２の人、事業対象者が利用できるサービス

訪問型サービス
名　称 内　容 利用者負担について

訪問介護サービス
ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事等の身体介
護が必要な方の居宅を訪問し、身体介護や生活援
助を行います。

利用者はかかった費用の１割､
２割または３割を負担します。

生活援助特化型
訪問サービス

ホームヘルパーや一定の基準の研修を受けた生活
援助員が、掃除・調理等の日常生活の援助が必要な
方の居宅を訪問し、生活援助を行います。

利用者はかかった費用の１割､
２割または３割を負担します。

住民主体型生活支援
訪問サービス

地域団体等(※)のボランティアが、簡易な生活支援
(ごみ出しや草むしり等)が必要な方の居宅を訪問
し、生活支援を行います。

利用者は実施団体が定めた
利用料を負担します。

短期集中予防支援
訪問サービス

リハビリ専門職や管理栄養士が、日常生活動作や
生活機能の改善が必要な方の居宅を訪問し、自立に
向けた相談支援を行います(1回当たり利用時間30
分または60分、利用期間3か月)。

利用者はかかった費用の
１割を負担します。

通所型サービス
名　称 内　容 利用者負担について

１日型デイサービス デイサービスセンターで、入浴、排せつ、食事等の日
常生活の世話や機能訓練を行います。

利用者はかかった費用の１割、
２割または３割を負担します。

短時間型デイサービス
デイサービスセンターで、運動を中心とした機能訓
練等を行います(利用時間２時間以上３時間未満、
利用期間原則３～１２か月)｡

利用者はかかった費用の１割、
２割または３割を負担します。

短期集中運動型
デイサービス

デイサービスセンター等で、専門職が運動器の機能
向上プログラムを提供します(１回当たり利用時間
１～２時間、利用期間３か月)｡

利用者はかかった費用の１割を
負担します。＊口腔ケアサービ
ス及び送迎サービスを利用した
場合は、１回当たりの費用が別
途必要です。

短期集中通所
口腔ケアサービス

歯科医院で、歯科医師や歯科衛生士が口腔機能向
上プログラムを提供します(最大７回、１回当たり
１５分以上)｡

利用者はかかった費用の
１割を負担します。

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業
通いの場の提供
　６５歳以上のすべての人が利用できる地域団体（町内会・自治会、地区社会福祉協議会等）等が運営する｢通いの
場｣を充実させる事業です。

　高齢者の社会参加を促進するため、そのきっかけづくりとして、介護予防・健康増進に資する活動や地域でのボラ
ンティア活動などに参加した高齢者にポイントを付与し、貯まったポイント数に応じて奨励金（１ポイント＝100円）
を支給します。

社会参加の促進（高齢者いきいき活動ポイント事業）

毎年9月1日現在、市内に住所を有する65歳以上の方対象者

・自らの健康づくり・介護予防に取り組む活動
　▶1ポイント
・健康診査等の受診 ▶2ポイント
・地域の支え手となる活動（ボランティア活動）
　▶2又は4ポイント
※ポイントの付与は、広島市に登録している活動団体の活動に
　参加した場合に限られます。
※介護予防のための機能訓練を実施するデイサービス等は、
　介護保険のサービスとして利用するものであるため、ポイント
　事業の対象となりません。

対象活動

地域介護予防拠点

地域高齢者交流サロン

認知症カフェ

　地域団体等が運営する、運動を中心とした介護予防の拠点となる通いの場（週１回以上開催)
・地域包括支援センターが立ち上げ支援及び運営支援を行います。

　地域団体等が運営する、介護予防に資する多様な活動（レクリエーション、歌、運動、情
報交換等）を行う「ふれあい・いきいきサロン」などの通いの場（月１回以上開催）
・区社会福祉協議会に配置した生活支援コーディネーターが立ち上げ支援及び運営支援
を行います。

　医療法人、社会福祉法人、地域団体等が自主的に運営する、認知症の人と家族、地域住
民、専門職等が気軽に集い、相談や交流ができる通いの場（月１回以上開催）
※65歳未満の人も利用できます。

※広島市は、活動の活性化を図るため1～3の活動を行う団体を公募し、一定の要件を満たす団体に活動の運営費を補助して
　います。

1

2

3

ポイント事業のコールセンター   ☎（082）512-0290
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地域団体等(※)のボランティアが、簡易な生活支援
(ごみ出しや草むしり等)が必要な方の居宅を訪問
し、生活支援を行います。

利用者は実施団体が定めた
利用料を負担します。

短期集中予防支援
訪問サービス

リハビリ専門職や管理栄養士が、日常生活動作や
生活機能の改善が必要な方の居宅を訪問し、自立に
向けた相談支援を行います(1回当たり利用時間30
分または60分、利用期間3か月)。

利用者はかかった費用の
１割を負担します。

通所型サービス
名　称 内　容 利用者負担について

１日型デイサービス デイサービスセンターで、入浴、排せつ、食事等の日
常生活の世話や機能訓練を行います。

利用者はかかった費用の１割、
２割または３割を負担します。

短時間型デイサービス
デイサービスセンターで、運動を中心とした機能訓
練等を行います(利用時間２時間以上３時間未満、
利用期間原則３～１２か月)｡

利用者はかかった費用の１割、
２割または３割を負担します。

短期集中運動型
デイサービス

デイサービスセンター等で、専門職が運動器の機能
向上プログラムを提供します(１回当たり利用時間
１～２時間、利用期間３か月)｡

利用者はかかった費用の１割を
負担します。＊口腔ケアサービ
ス及び送迎サービスを利用した
場合は、１回当たりの費用が別
途必要です。

短期集中通所
口腔ケアサービス

歯科医院で、歯科医師や歯科衛生士が口腔機能向
上プログラムを提供します(最大７回、１回当たり
１５分以上)｡

利用者はかかった費用の
１割を負担します。

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業
通いの場の提供
　６５歳以上のすべての人が利用できる地域団体（町内会・自治会、地区社会福祉協議会等）等が運営する｢通いの
場｣を充実させる事業です。

　高齢者の社会参加を促進するため、そのきっかけづくりとして、介護予防・健康増進に資する活動や地域でのボラ
ンティア活動などに参加した高齢者にポイントを付与し、貯まったポイント数に応じて奨励金（１ポイント＝100円）
を支給します。

社会参加の促進（高齢者いきいき活動ポイント事業）

毎年9月1日現在、市内に住所を有する65歳以上の方対象者

・自らの健康づくり・介護予防に取り組む活動
　▶1ポイント
・健康診査等の受診 ▶2ポイント
・地域の支え手となる活動（ボランティア活動）
　▶2又は4ポイント
※ポイントの付与は、広島市に登録している活動団体の活動に
　参加した場合に限られます。
※介護予防のための機能訓練を実施するデイサービス等は、
　介護保険のサービスとして利用するものであるため、ポイント
　事業の対象となりません。

対象活動

地域介護予防拠点

地域高齢者交流サロン

認知症カフェ

　地域団体等が運営する、運動を中心とした介護予防の拠点となる通いの場（週１回以上開催)
・地域包括支援センターが立ち上げ支援及び運営支援を行います。

　地域団体等が運営する、介護予防に資する多様な活動（レクリエーション、歌、運動、情
報交換等）を行う「ふれあい・いきいきサロン」などの通いの場（月１回以上開催）
・区社会福祉協議会に配置した生活支援コーディネーターが立ち上げ支援及び運営支援
を行います。

　医療法人、社会福祉法人、地域団体等が自主的に運営する、認知症の人と家族、地域住
民、専門職等が気軽に集い、相談や交流ができる通いの場（月１回以上開催）
※65歳未満の人も利用できます。

※広島市は、活動の活性化を図るため1～3の活動を行う団体を公募し、一定の要件を満たす団体に活動の運営費を補助して
　います。

1

2

3

ポイント事業のコールセンター   ☎（082）512-0290



担当圏域（おおむね中学校区） 名　　　称
事　務　所

所　在　地 TEL FAX

中
　
区

1 幟町（基町小学校区） 広島市基町地域包括支援センター 中区基町１９－２－４２５ ５０２－７９５５ ５０２－７９６６
2 幟町（基町小学校区除く） 広島市幟町地域包括支援センター 中区東白島町１３－２６ ２２２－６６０８ ２２２－６６０９
3 国泰寺 広島市国泰寺地域包括支援センター 中区昭和町１２－２ ２４９－０６００ ５４４－１４５６
4 吉島 広島市吉島地域包括支援センター 中区光南１－４－６ ５４５－１１２３ ５４５－１１２４
5 江波 広島市江波地域包括支援センター 中区江波二本松２－６－２７ ２９６－４８３３ ５３３－７１００

東
　
区

1 福木・温品 広島市福木・温品地域包括支援センター 東区上温品１－１１－２７－１０１ ２８０－２３３０ ５６２－２３３３
2 戸坂 広島市戸坂地域包括支援センター 東区戸坂中町２－２９ ５１６－００５１ ５１６－００５２
3 牛田・早稲田 広島市牛田・早稲田地域包括支援センター 東区牛田本町 5 －１－２　7 階 ２２８－２０３３ ２２１－７６７５
4 二葉 広島市二葉地域包括支援センター 東区若草町１０－１４はらだビル２階 ２６３－３８６４ ２６３－３８７０

南
　
区

1 大州 広島市大州地域包括支援センター 南区大州１－１－２６ ５８１－６０２５ ５８１－６０２６
2 段原 広島市段原地域包括支援センター 南区段原南１－３－５２広島段原ショッピングセンター２階 ２６１－８５８８ ２６１－８６８８
3 翠町 広島市翠町地域包括支援センター 南区出汐２－３－４６ ２５２－５５００ ２５２－５５３０
4 仁保・楠那 広島市仁保・楠那地域包括支援センター 南区東本浦町２６－８たおビル２階 ２８６－６１１２ ２９８－２２３４
5 宇品・似島 広島市宇品・似島地域包括支援センター 南区宇品神田３－７－ 1 ５坂本ビル２階 ２５２－６４５６ ２５２－６４５８

西
　
区

1 中広 広島市中広地域包括支援センター 西区三篠町１－８－２１　２階 ５０９－０２８８ ２３０－８１９０
2 観音 広島市観音地域包括支援センター 西区観音町１６－１９　３階 ２９２－３５８２ ２９２－３１７２
3 己斐・己斐上 広島市己斐・己斐上地域包括支援センター 西区己斐本町２－７－１３ ２７５－００８７ ２７５－００７０
4 古田 広島市古田地域包括支援センター 西区古江東町５－３－１０４ ２７２－５１７３ ２７２－５１８６
5 庚午 広島市庚午地域包括支援センター 西区草津東２―８―５ ５０７－１２１０ ２７１－３４１０
6 井口台・井口 広島市井口台・井口地域包括支援センター 西区井口２－５－１９ ５０１－６６８１ ２７６－５５４１

安
佐
南
区

1 城山北・城南 広島市城山北・城南地域包括支援センター 安佐南区緑井６－３７－５－１０２ ８３１－１１５７ ８７６－１０９６
2 安佐・安佐南 広島市安佐・安佐南地域包括支援センター 安佐南区中須２－１９－６　３階 ８７９－１８７６ ８７９－７７６４
3 高取北・安西 広島市高取北・安西地域包括支援センター 安佐南区高取北１－１７－４１ ８７８－９４０１ ８４７－１４７５
4 東原・祇園東 広島市東原・祇園東地域包括支援センター 安佐南区東原３－１４－４ ８５０－２２２０ ８５０－１１０７
5 祇園・長束 広島市祇園・長束地域包括支援センター 安佐南区山本１－４－２５ ８７５－０５１１ ８７５－０５１３
6 戸山・伴・大塚 広島市戸山・伴・大塚地域包括支援センター 安佐南区伴中央２－５－ 12 ８４９－５８６０ ８４９－５８６１

安
佐
北
区

1 白木 広島市白木地域包括支援センター 安佐北区白木町小越２１８－２ ８２８－３３６１ ８２８－７１８８
2 高陽・亀崎・落合 広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター 安佐北区亀崎１－１－６フジグラン高陽２階 ８４１－５５３３ ８４５－８８１１
3 口田 広島市口田地域包括支援センター 安佐北区口田南７－１１－２２ ８４２－８８１８ ８４２－８８３５
4 三入・可部 広島市三入・可部地域包括支援センター 安佐北区三入５－１６－３１ ５１６－６６１１ ５１６－６６８１
5 亀山 広島市亀山地域包括支援センター 安佐北区亀山４－２－３６ ８１９－０７７１ ８１４－０５０１
6 清和・日浦 広島市清和・日浦地域包括支援センター 安佐北区あさひが丘３－１８－１３－７－１０１ ８１０－４６８８ ８１０－４１８５

安
芸
区

1 瀬野川東（中野東小学校区含む） 広島市瀬野川東地域包括支援センター 安芸区瀬野２－１７－３３ ８２０－３７１１ ５５４－５０２１
2 瀬野川（中野東小学校区除く）・船越 広島市瀬野川・船越地域包括支援センター 安芸区中野２－１５－７ ８９３－１８３９ ８９３－１８６６

3 阿戸・矢野
広島市阿戸・矢野地域包括支援センター 安芸区矢野東６－２３－１５ ８８９－６６０５ ８８９－５６６６
　　〃　          　　（阿戸連絡所） 安芸区阿戸町４１８－１ ８５６－０６１３ ８５６－０１１５

佐
伯
区

1 湯来・砂谷 広島市湯来・砂谷地域包括支援センター 佐伯区湯来町白砂８２－４ ( ０８２９) ８６－１２４１ ( ０８２９) ８６－１２４２
2 五月が丘（石内小学校区除く）・美鈴が丘 広島市五月が丘・美鈴が丘地域包括支援センター 佐伯区美鈴が丘西１－３－９ ２０８－５０１７ ２０８－５０１８
3 三和（石内小学校区含む） 広島市三和地域包括支援センター 佐伯区五日市町石内６４０５－１ ９２６－００２５ ９２９－０２００
4 城山・五日市観音 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター 佐伯区千同１－３０－６ ９２４－７７５５ ９２４－７７６１
5 五日市 広島市五日市地域包括支援センター 佐伯区五日市中央２－４－４０ ９２４－００５３ ９２1 －２８６５
6 五日市南 広島市五日市南地域包括支援センター 佐伯区楽々園４－２－１９－１０１ ９２４－８０５１ ９２４－８０５２

機　関 住　所 TEL FAX
広 島 市 中 区 厚 生 部 地 域 支 え あ い 課 中区大手町４－１－１（大手町平和ビル内） ５０４－２５８６ ５０４－２１７５
広 島 市 東 区 厚 生 部 地 域 支 え あ い 課 東区東蟹屋町９－３４（東区総合福祉センター内） ５６８－７７３１ ５６８－７７９０
広 島 市 南 区 厚 生 部 地 域 支 え あ い 課 南区皆実町１－４－４６（南区役所別館内） ２５０－４１０９ ２５４－４０３０
広 島 市 西 区 厚 生 部 地 域 支 え あ い 課 西区福島町２－２４－１（西区地域福祉センター内） ２９４－６２８９ ２９４－６１１３
広 島 市 安 佐 南 区 厚 生 部 地 域 支 え あ い 課 安佐南区中須１－３８－１３（安佐南区総合福祉センター内） ８３１－４５６８ ８７０－２２５５
広 島 市 安 佐 北 区 厚 生 部 地 域 支 え あ い 課 安佐北区可部３－１９－２２（安佐北区総合福祉センター内） ８１９－０５８７ ８１９－０６０２
広 島 市 安 芸 区 厚 生 部 地 域 支 え あ い 課 安芸区船越南３－２－１６（安芸区総合福祉センター内） ８２１－２８１０ ８２１－２８３２
広 島 市 佐 伯 区 厚 生 部 地 域 支 え あ い 課 佐伯区海老園１－４－５（佐伯区役所別館内） ９４３－９７２８ ９２３－１６１１
広島市健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課 中区国泰寺町１－６－３４ ５０４－２６４８ ５０４－２１３６

発行／広島市健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課　　　　登録番号 広 G ４- ２０２５- １２

●区役所・市役所

●地域包括支援センター （2025.4.1）

ご相談はお住まいの地区を担当する地域包括支援センターへ


